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新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇所」を

お知らせします

　新たな「土砂災害が発生するおそれのある箇

所」が市内で483カ所あることが県の調査でわ

かったことから、４月15日にその箇所を記載し

た地図を全戸配布します。

　すでに配布しているハザードマップと併せて

土砂災害のリスクを確認し、早めの避難を心が

けてください。

「土砂災害が発生するおそれのある箇所」とは

　県は、台風や大雨などにより土砂災害が発生

するおそれのある区域を「土砂災害警戒区域」

「土砂災害特別警戒区域」に指定し、その区域に

住んでいる人たちにお知らせしています。

　ところが、土砂災害警戒区域などに指定され

ていない場所でも土砂災害が発生する事例が全

国で発生したことから、県は、より詳しい地形

情報を用いて調査を実施し、令和４～５年度に

かけて新たな「土砂災害が発生するおそれのあ

る箇所」を発表することとしました。

　今回発表された箇所は、今後県が現地を測量

するなどさらに詳細な調査を実施し、危険性の

度合いや範囲を定め「土砂災害警戒区域」などと

して令和６年度以降に指定される予定です。

第２日曜日は、おおはさまへ

令和５年度「大迫 神楽の日」

　毎月第２日曜日は「大迫 神楽の日」。国指定

無形民俗文化財およびユネスコ無形文化財に登

録されている「早池峰神楽」（岳神楽・大償神楽）

と、岩手県無形民俗文化財に指定されている「八

木巻神楽」を間近で見ることができます。輝か

しい舞をぜひご覧ください。

この箇所は、本館防災危機管理課お

よび県南広域振興局花巻土木セン

ターで閲覧できるほか、県ホーム

ページや「いわてデジタルマップ」に

掲載しています 【問い合わせ】 本館防災危機管理課（☎41-3511）
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■期日・出演団体　

期日 出演団体 期日 出演団体

４月９日（日） 大償神楽 10月８日（日） 八木巻神楽

５月14日（日） 岳神楽 11月12日（日） 大償神楽

６月11日（日） 八木巻神楽
令和６年

２月11日（日・祝）
岳神楽

７月９日（日） 大償神楽
令和６年

３月10日（日）
八木巻神楽

９月10日（日） 岳神楽

【 問い合わせ】
  大迫総合支所産業係
（☎41-3122）

■ 時間　午前11時～午後３時（開場時間は午前

10時。正午～午後１時まで休憩）

■会場　大迫交流活性化センター

■入場料　1,000円（小学生以下無料）

※�予約は不要です。当日券のみの販売となりま

すので、時間に余裕をもってお越しくださ

い。満席の場合は、入場をお断りする場合が

あります
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国民年金保険料にはさまざまな納付制度があります

　令和５年度の国民年金保険料は月額16,520円で

す。納付にはさまざまな制度があります。

■保険料の納め方　

　保険料は、納付書により金融機関、コンビニエン

スストアなどで納めることができます。このほか、

口座振替やインターネットバンキング、クレジット

カードなどによる納付もできます。

■現金納付のお得な納め方　

　４月に郵送される１年前納用の納付書で一括して

前納した場合、3,520円の割引になります。６カ月前

納用の納付書で前納した場合、810円の割引になりま

す。

☝納付期限は５月１日（月）です

　このほか、２年前納や任意月分の前納ができま

す。２年前納、任意月分の前納を希望する場合は申

出書の提出が必要です。詳しくは花巻年金事務所へ

お問い合わせください。

■スマートフォンアプリを使用した納め方

【問い合わせ】

▶  花巻年金事務所（☎23‐3351）

▶本館国保医療課（☎41‐3585）

▶�各総合支所健康福祉係（大迫☎41‐3127、石鳥

谷☎41‐3447、東和☎41‐6517）

　２月20日から、スマートフォンアプリを

使用した電子決済での納付ができるように

なりました。詳しくは日本年金機構のホー

ムページ（https://www.nenkin.go.jp/oshirase/

taisetu/2023/202302/0220.html）をご覧ください。

■免除・納付猶予申請

　保険料を納めることが難しいときは、申請して承

認されると保険料の納付が免除または猶予される制

度が利用できます。　

■学生納付特例申請　

　20歳以上の学生は前年の所得が一定以下であれ

ば、学生納付特例制度が利用できます。

■追納制度　

　免除、納付猶予、学生納付特例制度を利用した場

合、将来受け取る老齢基礎年金額が少なくなります。

　そこで、当時の保険料を10年前までさかのぼって

納めることができる「追納」制度を利用することで、

免除制度などを利用せずに保険料を納めた場合と同

じ年金額を受け取ることができます。
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